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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、コーポレートガバナンスとは、社是に基づき、お客様、お取引先・加盟店、株主・投資家、地域社会そして社員等のステークホルダーの
皆様からの信頼を確保し、末永くご愛顧いただくために、誠実な経営体制を構築・維持し、財務・非財務（ESG）両面での中長期的なグループ企業
価値を継続的に高めることにより、持続的に成長するための仕組みと考えます。

　当社は、持株会社として、コーポレートガバナンスの強化とグループ企業価値の最大化を使命としており、事業会社へのサポートと監督、最適な
資源配分等を通じて、この使命の達成に真摯に取組んでまいります。

　【社是】

　私たちは、お客様に信頼される、誠実な企業でありたい

　私たちは、取引先、株主、地域社会に信頼される、誠実な企業でありたい

　私たちは、社員に信頼される、誠実な企業でありたい

========================================================================================================================

当社のコーポレートガバナンスに関する事項は「コーポレートガバナンス・レポート」として、当社ウェブサイトで集約して開示しており、本報告書

の項目についても当該レポートに掲載しております。詳細は下記URLよりご参照ください。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf

========================================================================================================================

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　当社は、コーポレートガバナンス・コード（2018年6月1日現在）の各原則を全て実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　当社は、コーポレートガバナンス・コード（2018年6月1日現在）の趣旨・精神を踏まえ、当社のコーポレートガバナンスの体制・取組みをコードによ

り「特定の事項を開示すべきとする原則」とされる原則に対する対応を含め、全て「コーポレートガバナンス・レポート」に集約して開示しておりま

す。

「コーポレートガバナンス・レポート」については、下記URLよりご参照ください。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf

　特定開示項目に関する各々の記載場所については、当該レポートの5貢「コーポレートガバナンス・コード特定開示項目対照表」をご覧ください。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

伊藤興業株式会社 68,901,004 7.77

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 50,422,600 5.69

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 42,329,600 4.78

日本生命保険相互会社 17,672,353 1.99

GIC PRIVATE LIMITED - C 17,035,500 1.92

伊藤　雅俊 16,799,030 1.90

三井物産株式会社 16,222,480 1.83

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 15,776,200 1.78

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 13,952,748 1.57

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 13,210,799 1.49



支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記大株主の状況は、2018年2月28日現在のものであります。

２．株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから2018年3月5日付で提出された大量保有報告書により、2018年2月26日現在で以下の株式を所
有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に
は含めておりません。

大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住　所 　保有株券等の数 株券等保有割合（％）

株式会社三菱東京UFJ銀行　　　東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 2,000,000

三菱UFJ信託銀行株式会社　　　東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 24,387,100

三菱UFJ国際投信株式会社　　　東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 5,676,000

三菱UFJモルガン・スタンレー　　東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 13,918,177

0.23　

2.75 

0.64 

1.57

証券株式会社

合計 45,981,277 5.19

なお、同社より2018年5月1日付で以下のとおり共同保有者の減少により変更報告書（報告義務発生日　2018年4月23日）が提出されております。

氏名又は名称 住　所 保有株券等の数 株券等保有割合（％）

株式会社三菱UFJ銀行　　　 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 2,000,000

三菱UFJ信託銀行株式会社　　　東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 24,266,500

三菱UFJ国際投信株式会社　　　東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 5,962,600

合計 32,229,100

0.23 

2.74 

0.67 

3.64

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 2 月

業種 小売業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 100社以上300社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　当社は、上場子会社として株式会社セブン銀行を有していますが、当該上場子会社の独立性を尊重する観点から、同社の経営判断を重視し、
事業戦略・人事政策・資本政策等を独立して主体的に検討・決定の上、事業活動を展開することを尊重しております。そして、同社が独自の成長
戦略等により企業価値を向上させていくことがグループ経営の観点からも望ましいと考えています。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 18 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

月尾　嘉男 学者

伊藤　邦雄 学者 ○

米村　敏朗 その他

東　哲郎 他の会社の出身者

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

月尾　嘉男 ○ （株）月尾研究機構の代表取締役

（選任理由）

長年にわたるメディア政策の専門家としての経

験と知識を有しており、その幅広く高度な知

識、経験等を当社の経営に活かしていただきた
いため

（独立性についての当社の考え方・独立役員指
定理由）

月尾嘉男氏は当社の社外役員の独立性基準
を満たしており、一般株主と利益相反が生じる
おそれのないものと認められるため、同氏は独
立性を有するものと考え、同氏を当社独立役員
として指定しております。



伊藤　邦雄 ○

曙ブレーキ工業（株）の社外取締役、住友
化学（株）の社外取締役、小林製薬（株）
の社外取締役および東レ（株）の社外取締
役を兼任/一橋大学大学院商学研究科特
任教授

（選任理由）

長年にわたる大学教授としての会計学、経営

学等の専門的な知識を有しており、他社におけ
る社外役員としての豊富な経験、適切な監督
機能等を当社の経営に活かしていただきたい
ため

（独立性についての当社の考え方・独立役員指
定理由）

伊藤邦雄氏は当社の社外役員の独立性基準
を満たしており、一般株主と利益相反が生じる
おそれのないものと認められるため、同氏は独
立性を有するものと考え、同氏を当社独立役員
として指定しております。

米村　敏朗 ○
ユニゾホールディングス（株）の社外取締
役を兼任

（選任理由）

警視総監や内閣危機管理監等の要職を歴任さ
れた経験を有しており、その幅広く高度な経

験、見識等を当社の経営に活かしていただきた
いため

（独立性についての当社の考え方・独立役員指
定理由）

米村敏朗氏は当社の社外役員の独立性基準
を満たしており、一般株主と利益相反が生じる
おそれのないものと認められるため、同氏は独
立性を有するものと考え、同氏を当社独立役員
として指定しております。

東　哲郎 ○ 東京エレクトロン（株）取締役相談役

（選任理由）

東京エレクトロン株式会社代表取締役会長兼
社長等の要職を歴任された経験を有しており、
企業経営者としての幅広く高度な経験、見識等
を当社の経営に活かしていただきたいため。

（独立性についての当社の考え方・独立役員指
定理由）

東哲郎氏は当社の社外役員の独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるお
それのないものと認められるため、同氏は独立
性を有するものと考え、同氏を当社独立役員と
して指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 2 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会 4 0 2 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　「指名・報酬委員会」の内容につきましては、「コーポレートガバナンス・レポート」第4章 第4.1.　に記載しておりますので、下記URLよりご参照くだ

さい。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=60

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役監査、内部監査の概要等につきましては、「コーポレートガバナンス・レポート」第4章 第7. 1. ～ 3. に記載しておりますので、下記URLより

ご参照ください。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=71

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

ルディー 和子 学者

原 一浩 公認会計士

稲益　みつこ 弁護士

※ 会社との関係についての選択項目

※ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※ 近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

ルディー 和子 ○
ウィトン・アクトン（株）の代表取締役および
トッパン・フォームズ（株）の社外取締役を
兼任

（選任理由）

マーケティング論の専門家として豊富な経験と
知識を有しており、その経歴を通じて培われた
見識等を活かして、当社の健全で持続的な成
長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社
会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立
に寄与していただきたいため。

（独立性についての当社の考え方・独立役員指
定理由）

ルディー和子氏は当社の社外役員の独立性基
準を満たしており、一般株主と利益相反が生じ
るおそれのないものと認められるため、同氏は
独立性を有するものと考え、同氏を当社独立役
員として指定しております。



原 一浩 ○
公認会計士、公認不正検査士および税理
士

（選任理由）

公認会計士として、財務・会計に関する豊富な
経験と専門知識を有しており、その経歴を通じ
て培われた見識等を活かして、当社の健全で
持続的な成長と中長期的な企業価値の創出を
実現し、社会的信頼に応える良質な企業統治
体制の確立に寄与していただきたいため。

（独立性についての当社の考え方・独立役員指
定理由）

原一浩氏は当社の社外役員の独立性基準を
満たしており、一般株主と利益相反が生じるお
それのないものと認められるため、同氏は独立
性を有するものと考え、同氏を当社独立役員と
して指定しております。

稲益　みつこ ○ 弁護士

（選任理由）

弁護士として、法務に関する豊富な経験と専門
知識を有しており、その経歴を通じて培われた
見識等を活かして、当社の健全で持続的な成
長と中長期的な企業価値の創出を実現し、社
会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立
に寄与していただきたいため。

（独立性についての当社の考え方・独立役員指
定理由）

稲益みつこ氏は当社の社外役員の独立性基
準を満たしており、一般株主と利益相反が生じ
るおそれのないものと認められるため、同氏は
独立性を有するものと考え、同氏を当社独立役
員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 7 名

その他独立役員に関する事項

・当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

・社外取締役伊藤邦雄氏は、一橋大学の大学院商学研究科特任教授です。当社は、同大学大学院国際企業戦略研究科における同氏が担当し
ない寄付講座「セブン＆アイ知識経営」への研究支援目的で10百万円（2018年2月期実績）の寄付を行っており、当該寄付が、「取締役関係」の「会
社との関係（1）」における同氏の該当事項であります。

・独立役員に関し、株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準、その他の事項については「コーポレートガバ
ナンス・レポート」第4章 第3. 3. に記載しておりますので、下記URLよりご参照ください。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=53

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社は、取締役の報酬額については、株主総会でその総額（限度額）を定め、具体的な報酬の配分は取締役会において決議しております（詳細

については「役員の報酬等の額の決定に関する方針」をご参照ください）。また、2007年5月、役員退職慰労金制度の廃止に伴い、取締役報酬と業
績との連動性を一層強め、業績向上に向けた取締役の経営意識ならびに業績遂行意欲を高めることを目的とする役員報酬制度に見直しました。
また、2008年より、当社の社内取締役および執行役員ならびに当社の子会社の社内取締役および執行役員に対して株式報酬型ストック・オプショ
ンを付与しています。当社のストック・オプションの概要は有価証券報告書（http://www.7andi.com/ir/library/secrepo.html）をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、その他

該当項目に関する補足説明

ストック・オプションの付与対象者は、当社の社内取締役および執行役員ならびに当社子会社の社内取締役および執行役員です。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示



該当項目に関する補足説明

第13期事業年度（2017年3月1日から2018年2月28日まで）に係る役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の
員数

・取締役（社外取締役を除く）

対象となる役員の員数：11名

報酬等の総額：281百万円

報酬等の種類別の総額： 固定報酬163百万円、 業績変動報酬（賞与58百万円、株式報酬型ストック・オプション報酬59百万円）

・社外取締役

対象となる役員の員数：4名

報酬等の総額：48百万円

報酬等の種類別の総額： 固定報酬48百万円

・監査役（社外監査役を除く）

対象となる役員の員数：2名

報酬等の総額：53百万円

報酬等の種類別の総額： 固定報酬53百万円

・社外監査役

対象となる役員の員数：3名

報酬等の総額：35百万円

報酬等の種類別の総額： 固定報酬35百万円

（注）

１ 取締役（社外取締役を除く）には、2017年5月25日開催の第12回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した2名を含んでおります。

２ 取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。

３ 2006年5月25日開催の第１回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額10億円以内（ただし、使用人分の給与は含まない）、監査役の

報酬額は年額１億円以内と決議いただいております。

４ 株式報酬型ストック・オプション報酬は、取締役（社外取締役を除く）6名に対するものです。

一部取締役の報酬の個別表示等の役員報酬等の内容は、法令に基づき、有価証券報告書においても開示しており、その内容は当社のホームペ

ージにおいても掲載されております。次のＵＲＬをご参照ください（http://www.7andi.com/ir/library/secrepo.html）。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　役員の報酬の決定に関する方針につきましては、「コーポレートガバナンス・レポート」第4章 第5. に記載しておりますので、下記URLよりご参照く

ださい。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=67

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外役員のサポート体制につきましては、「コーポレートガバナンス・レポート」第4章 第6. 3. に記載しておりますので、下記URLよりご参照くださ

い。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=70

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

鈴木　敏文 名誉顧問
当社経営陣が必要なときに助言す
る業務

常勤・報酬有 2016/5/26 1年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　現状のコーポレートガバナンス体制の概要につきましては、「コーポレートガバナンス・レポート」第4章に記載しておりますので、下記URLよりご参
照ください。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=38

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社においては、独立性を保持し、法律や財務会計等の専門知識等を有する複数の社外監査役を含む監査役（監査役会）が、会計監査人・内
部監査部門との積極的な連携を通じて行う「監査」と、独立性を保持し、高度な経営に対する経験・見識等を有する複数の社外取締役を含む取締
役会による「経営戦略の立案」「業務執行の監督」とが協働し、ガバナンスの有効性を図っております。当社の上記体制は、当社のコーポレート・ガ
バナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しておりますため、当社は当該ガバナンス体制を採
用しております。

　詳細につきましては、「コーポレートガバナンス・レポート」第4章 第2. 2. に記載しておりますので、下記URLよりご参照ください。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=42



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日に先立って招集通知を発送しております。

電磁的方法による議決権の行使

当社の株主総会の議決権の行使については、ご出席いただき行使いただく方法および所
定の

書面により行使いただく方法の他、電磁的方法（インターネット等）によっても議決権を行
使い

ただくことができます。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、議決権電子行使プ
ラット

フォームをご利用いただくことができます。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ウェブサイトおよび議決権電子行使プラットフォーム上に掲載しております。

その他
当社ウェブサイト上に招集通知を掲載しております。

日本語： http://www.7andi.com/ir/stocks/general.html

英訳　 ： http://www.7andi.com/en/ir/stocks/general.html

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社ウェブサイトにて、情報開示に関する基本方針を含む「IR活動方針」を掲
載しておりますので、下記URLよりご参照ください。

http://www.7andi.com/ir/management/activity.html

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年4回（各四半期決算、本決算終了後）、決算説明会を開催しております。

上記のほか、国内のアナリスト・機関投資家向けに事業会社の事業戦略など
をテーマにした会社説明会も実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社の決算短信・決算説明会資料・有価証券報告書・統合レポート・適時開示
情報・四季報（報告書）・株主総会招集通知・株主総会決議通知を掲載してい
るほか、各事業会社の内容についても決算補足資料およびコーポレートアウト
ラインに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲの専任部署としてＩＲ部を設置しております。

その他

上記内容を含むIR活動状況につきましては、「コーポレートガバナンス・

レポート」第5章に掲載しておりますので、下記URLよりご参照ください。
http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=76

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=76


社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社およびグループ各事業会社では、共通の社是に基づいて事業を行っております。

【社是】

私たちは、お客様に信頼される、誠実な企業でありたい

私たちは、取引先、株主、地域社会に信頼される、誠実な企業でありたい

私たちは、社員に信頼される、誠実な企業でありたい

上記の社是に基づき、その実現のための基本姿勢、とるべき行動を「企業行動指針」として
定めています。

セブン＆アイグループ企業行動指針

http://www.7andi.com/csr/policy/guidelines.html

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社およびグループ各事業会社は、事業による「負」の影響にも責任を持ち、その予防・除
去・低減を図るとともに、店舗・商品・サービスなどの本業を通した社会課題の解決に取組
んでおります。2014年度にはステークホルダーの期待や要請に応えるため、ステークホル
ダーとのダイアログを実施し、５つの重点課題を特定しました。

【5つの重点課題】

1.高齢化、人口減少時代の社会インフラの提供

2.商品や店舗を通じた、安全・安心の提供

3.商品、原材料、エネルギーのムダのない利用

4.社内外の女性、若者、高齢者の活躍支援

5.お客様、お取引先を巻き込んだエシカルな社会づくりと資源の持続可能性向上

また、上記の重点課題に向けたCSR活動の推進にあたっては、「CSR統括委員会」と、委員
会傘下に設置している「企業行動部会」「消費者・公正取引部会」「環境部会」「社会価値創
造部会」の中で、グループの事業特性を考慮しながら取組むべき行為に優先順位をつけ、
課題解決策を立案・実行しています。

詳細な取組みについては、以下に記載しておりますのでご参照ください。

セブン＆アイＨＬＤＧＳ．「ＣＳＲデータブック」

http://www.7andi.com/csr/csrreport/index.html

「コーポレートガバナンス・レポート」

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf


その他

＜ダイバーシティ推進について＞
当社は、2012年6月にセブン＆アイグループダイバーシティ推進プロジェクトを発足しまし
た。企業の競争力を強化し、企業価値を高めるとともに、持続可能な競争力をもつ企業に
するために、ダイバーシティを経営戦略として明確化することにより、数値目標およびその
ＫＰＩを設定し、ＰＤＣＡサイクルを回すために、5つの目標【1.2020年までに女性管理職比率
の30%達成、2.男性の家事・育児参画促進、3.介護離職者ゼロ、4.従業員満足度向上、5.社
会的評価の向上】 を掲げ、様々な施策を実施してきました。

具体的には、グループ横断的に次世代の女性管理職を目指す社員を対象にした「スキル
アップセミナー」、管理職の意識改革に向けた「ダイバーシティ・マネジメントセミナー」、男
性の家事・育児参画を促すためのセミナーやイベント、「介護セミナー」等を開催してきまし
た。そして、2017年度からはＬＧＢＴの理解を深めるためのセミナーも開催しております。

特に、ダイバーシティ推進のなかの１丁目１番地である「女性の活躍推進」については、 

1993年に㈱イトーヨーカ堂と㈱セブン‐イレブン・ジャパンで初の女性取締役を登用して以
来、順調に取組みを進化させてきました。
その結果、2018年2月末には当社と国内主要事業会社（注1）の8社合計で、女性役員比率
は13.4％、課長級の女性管理職比率は23.1％、係長級は32.6％と順調に伸びてまいりまし
た（注2）。また、当社グループ事業会社のなかで女性の社長が2名おります。
2018年度新卒の女性採用比率は45.5％であり、全体の女性社員比率も増加しておりま
す。各事業会社の女性管理職比率については、下記のホームページをご参照ください。 

http://www.7andi.com/csr/theme/theme4/humanresource.html#anc_1_3

これらのダイバーシティ推進の取組みが評価され、2015年には内閣府による「女性が輝く
先進企業・内閣総理大臣表彰」、株式会社東京証券取引所の「企業行動表彰」を受賞し、 

2017年には経済産業省と株式会社東京証券取引所が共同で選定する「なでしこ銘柄」に
選ばれました。

2018年は「ダイバーシティ＆インクルージョン」として、従業員の多様性を理解し認め合うだ
けでなく、ケア（配慮）とフェア（公平性）の視点をもち、一人ひとりが組織に積極的に参加
し、個性や特性を活かしながら、会社として成長していけるよう、取組みを加速化してまいり
ます。

詳細な取組みについては、下記のホームページをご参照ください。

http://www.7andi.com/csr/theme/theme4.html

（注1）． ㈱セブン＆アイ・ホールディングス、㈱セブン-イレブン・ジャパン、㈱イトーヨーカ

堂、㈱そごう・西武、㈱ヨークベニマル、㈱セブン＆アイ・フードシステムズ、㈱セブン銀行、

㈱赤ちゃん本舗

（注2）．役員は監査役含む



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況につきましては、「コーポレートガバナンス・レポート」別紙1「内部統制決議」に記
載しておりますので、下記URLよりご参照ください。

http://www.7andi.com/ir/file/library/pdf/7andi_gvnc_doc20190204_r.pdf#page=82

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、上記内部統制システムに関する取締役会決議のほか、「セブン＆アイグループ企業行

動指針」において、社会の秩序や市民生活の安全に脅威を与える反社会的勢力、組織または団体とは関わりを持たず、これらの圧力に対しては

断固として対決し、これを排除する旨を定めています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

当社は、現時点では、「株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（会社法施行規則第118条第3号）を明

確な形では定めておりませんが、業績の更なる改善やコーポレート・ガバナンスの強化等を通じたグループ企業価値の最大化をめざしており、当

社グループの企業価値を毀損させるおそれのある当社株式の大量取得行為等については適切な対応が必要と考えております。当該基本方針に

ついては、今後の法制度や裁判例等の動向および社会的な動向を踏まえ、引き続き慎重に検討を進めてまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る基本方針・社内体制の状況は下記のとおりです。

1. 適時開示に係る基本方針について

当社ウェブサイトにて、情報開示に関する基本方針を掲載しておりますので、下記URLよりご参照ください。

　http://www.7andi.com/ir/management/activity.html

2. 適時開示体制について

（1）決定事実に属する重要情報は、グループ各社の重要情報も含めて、経営推進部が情報管理委員会にて承認された手続きに基づいて一元的

に把握し、関係部署との協議により適時開示の要否を判断。取締役会とも連携し、社内決定手続きを経て、代表取締役が確認し、開示を実施。

（2）突発的な発生事実については緊急時の行動基準マニュアルにより、各部門責任者にて情報収集、状況把握に努め、最終的には代表取締役

に情報を集約。必要に応じて遅滞なく開示を実施。

（3）適時開示が必要と判断された会社情報は代表取締役の委任を受けた「情報取扱責任者」が、証券取引所の定める方法により適時開示を行う

とともに自社ホームページにも掲載。必要に応じて記者クラブ資料投函、投資家説明会などを実施。





会社情報の適時開示に係る社内体制（模式図）
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